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第４号様式（第１０条関係） 

 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 平成２３年度 第３回武蔵村山市公民館運営審議会 

開 催 日 時 平成２３年１１月１６日（水） 午後２時～３時３０分 

開 催 場 所 中部地区会館（市役所４階）４０５会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：荻野委員長、福田副委員長、齋藤委員、本村委員、安田委員、高

橋委員、斉藤委員 

事務局：生涯学習スポーツ担当部長、生涯学習グループ主査・主事 

欠席者：鴻田委員、嶺岡委員、林委員 

議 題 １．平成２４年度公民館講座について 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１について： 委員の意見をもとに平成２４年度公民館講座（案）に

ついて（建議）を作成することとする。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

報告事項 1 第２回武蔵村山市公民館運営審議会会議録について 

事務局より会議資料に沿って説明。 

報告事項２ 平成２３年度公民館講座進捗状況について 

事務局より会議資料に沿って説明。 

議題 平成２４年度公民館講座について 

（議 長）家庭教育講座の和服の着付けというものがあるが、なにか構想

があるのか 

（事務局）普段、触れる機会の少ない和服の着付けを勉強し８月の花火大

会に参加することができればよいと考え、資料に載せた。 

（委 員）和服の着付けと茶道教室を関連づけて行うことができればよい

のではないか。茶道を行う際に和服を着て行うことができれば

ひとつの流れが生まれるのではないか。和服の着付け講座を行

い、花火大会に行った後、後日茶道教室もあるという宣伝を行

うとよいと思う。 

（事務局）現在、料理教室等の参加率が高いので茶道教室も人気がでるの

ではないか。 

（委 員）二、三回の講座であれば各回の目的を設定しながら行うことが

できる。しかし、講師の依頼が何度か行わなければいけない。

その点が他の講座との違う点である。 

（事務局）時間配分としてはどのくらい必要なのか。 

（委 員）以前、似たような講座を行ったことがあるが、初めに着付け指

導をしてその後仲間同士で着付けをしあうなどを行った。 

（委 員）しかし、講座を行う際には着物の有無も参加条件になってく

る。室内で着付け後その場で終了であれば、借り物でも良い

が、外に出るとなれば借り物では厳しいのではないか。 

（委 員）そうであれば、着物を着た時のマナー、作法等を学ぶ講座も実

務的かと思う。 

（委 員）シルバーの健康の健康づくりというのはなにを指しているの

か。 

（事務局）現在、簡単な体操等を目指している。市では、総合型地域スポ
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ーツクラブというのを立ち上げる動きをしている。総合型地域

スポーツクラブで同様のスロートレーニングやダイナミックス

トレッチ、ボッチャ等を行っている。 

（委 員）この総合型地域スポーツクラブの講師を公民館講座に呼ぶこと

が出来るならば、受講生の講座後の行き場まで用意されてい

る。そのクラブは市民の自主運営を目指しているため、積極的

な部分も養えるのではないか。 

（事務局）シルバー教室を連続講座とするならば、１回目にダイナミック

ストレッチ、２回目はボッチャと毎回違う内容として行えば市

民はいろいろな運動に触れることができ、総合型の知名度も上

がる。 

（委 員）運動から離れてテレビの前にいることが多くなってしまってい

る。 

（事務局）現状はスポーツをしたいが、する場所とスポーツのサークルが

ないということになっている。 

（委 員）料理教室について、何回かの講座にわけて行い、毎回テーマを

変えて試食会のような講座もおもしろいと思う。 

（議 長）今回出た意見をもとに、次回までに事務局側でまとめていただ

く。 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：  ０  人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 
 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                    ） 

□非 開 示（根拠法令等：                    ） 
 

庶 務 担 当 課 教育委員会 教育部 生涯学習スポーツ課（内線：６５２） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


